
人事行政の運営等の状況の公表

平成２０年度における潟上市の人事行政の運営等の状況について、潟上市人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例に基づき、次のとおり公表する。

潟上市長 石 川 光 男

１ 職員の任免及び職員数の状況

（1）平成20年度職員の採用・退職の状況 （単位：人）

その他
職種

採用

者数

定年

退職

勧奨

退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職
退職者計

一般行政職 ３ ６ ０ ２ ０ ０ ０ ８

税務職 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

福祉職 ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

教育職 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

技能労務職 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

計 ７ ８ ０ ２ ０ ０ ０ １０

（2）部門別職員数の状況 （各年４月１日現在 単位：人）

職員数 対前年増減数区分

部門 H20 H21 H20 H21

議会 ６ ６ １ ０

総務 ７５ ７８ １ ３

税務 １７ １４ １ △３

労働 ０ ０ ０ ０

農林水産 １３ １３ ０ ０

商工 ４ ３ ０ △１

土木 １９ １４ ２ △５

福

祉

関

係

を一

除般

く 行

政 小計 １３４ １２８ ５ △６

民生 ７１ ７１ △１３ ０

衛生 ２６ ２６ ０ ０

福

祉関

係 小計 ９７ ９７ △１３ ０

一般行政部門計 ２３１ ２２５ △８ △６

教育 ６８ ６８ △１９ ０

消防 ０ ０ ０ ０

特

別行

政 小計 ６８ ６８ △１９ ０

病院 ０ ０ ０ ０

水道 ７ ７ △１ ０

下水道 ７ ７ ０ ０

その他 １０ １３ ２ ３

公

営

企

業

等 小計 ２４ ２７ １ ３

総合計 ３２３ ３２０ △２６ △３



（3）定員適正化の取組

市職員の定員適正化計画

対象職員：全職員

計画期間：平成１７年度から平成２６年度までの１０年間

縮減目標：３４０人（平成17年4月1日現在）を14％縮減し２９１人とする

縮減方法：退職者の補充を抑制する

２ 職員の給与の状況

(1)人件費の状況（普通会計決算）

区 分
住民基本台帳人口

(H21.3.31現在)

歳 出 額

Ａ

実質収支 人 件 費

Ｂ

人件費率

Ｂ／Ａ

（参考）

19年度の人件費率

20年度
人

35,326

千円

12,103,399

千円

650,681

千円

2,427,624

％

20.1

％

20.9

(2)職員給与費の状況（普通会計予算）

給 与 費
区 分

職員数

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

21年度
人

297

千円

1,075,024

千円

186,729

千円

427,231

千円

1,688,984

千円

5,687

（注）１職員手当には退職手当を含まない。

２給与費は当初予算に計上された額である。

(3)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成21年4月1日現在）

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 44.1 歳 312,590 円 366,146 円

技能労務職 53.7 歳 267,032 円 287,668 円

（注）１「平均給料月額」とは、平成21年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均である

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など

の諸手当の額を合計したものである。

(4) 職員の初任給の状況（平成21年4月1日現在）

区 分 初任給 ２年後の給料

大 学 卒 172,200 円 184,200 円
一般行政職

高 校 卒 140,100 円 148,500 円

技能労務職 高 校 卒 133,100 円 140,800 円



(5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成21年4月1日現在）

区 分 経験年数 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

大 学 卒 258,714 円 291,263 円 342,075 円
一般行政職

高 校 卒 227,283 円 247,321 円 298,076 円

技能労務職 高 校 卒 ― 円 ― 円 ― 円

(6) 一般行政職の級別職員数の状況（平成21年4月1日現在）
区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 主事、主事補及びこれらに相当する職務 １４人 ７．４％

２級 主任及びこれに相当する職務 ４５人 ２３．７％

３級 主席主査、主査及びこれらに相当する職務 ４１人 ２１．６％

４級 主幹、課長補佐及びこれらに相当する職 ６０人 ３１．６％

５級 課長、上席主幹及びこれらに相当する職務 ２３人 １２．１％

６級 部長、次長及びこれらに相当する職務 ６人 ３．２％

７級 部長の職で市長が定める職 １人 ０．５％

（注）１ 潟上市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(7) 諸手当の状況

①期末手当・勤勉手当（平成20年度）

区分 6月支給 12月支給 合計 備考

期末手当 1.4 月分 1.6 月分 3.0 月分
支給割合

勤勉手当 0.725 月分 0.725 月分 1.45 月分

職員１人当たりの平均支給額 １，４２０千円

職制上の段階、職務の級等

に応じて5％～15％の加算を

行う

②退職手当（平成20年度）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.5月分 30.55月分

勤続25年 33.5月分 41.34月分

勤続35年 41.5月分 59.28月分

最高限度額 59.28月分 59.28月分

③時間外勤務手当（平成20年度決算）

支給実績 ４３，８８８ 千円

職員１人当たり平均支給年額 １８０ 千円

④特殊勤務手当（平成20年度決算）

支給実績 １，０４３ 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 ６９，５１３ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合 ４．７５ ％

手当の種類（手当数） ２ 手当



⑤その他の手当（平成21年4月1日現在）

手当名 内容 支給単価

配偶者 13,000円

配偶者がいない職員の扶養親族のうち１人目 11,000円

配偶者がいる職員の扶養親族のうち１人目 6,500円

その他１人につき 6,500円

扶養手当

16歳から22歳まで加算1人につき 5,000円

借家（限度額） 27,000円住居手当

持家（取得から５年間） 2,500円

交通機関利用者（限度額） 55,000円通勤手当

交通用具利用者（限度額） 24,500円

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に対して支給

４級（園長・所長・館長）22,000円

５級（課長・課長待遇・上席主幹）32,000円

６級（部長）41,000円 ７級（部長）45,000円

（8）勤務時間の状況（平成21年4月1日現在）

勤務時間 休憩時間

午前８時３０分から

午後５時１５分まで

正午から

午後０時４５分まで

（9） 休暇の状況

① 年次休暇の取得状況（平成20年1月～12月）

対象人数 使用可能日数 総使用日数 平均使用日数

１９８ ７，７９１ １，６３２ ８．２日

②育児休業・部分休業・介護休暇の取得状況（平成20年度）

育児休業 部分休業 介護休暇
区分

取得可能者数 取得者数 取得者数 取得者数

女子職員 ７ ７ １ ０

男子職員 １１ ０ ０ ０

(10) 休暇制度の概要

①休暇の種類

種類 内容

年次有給休暇 １年に２０日（新規採用の年は採用月に応じて定められた日数）与えられる。

残日数は翌年に繰り越すことができる。（２０日限度）

病気休暇 負傷又は疾病により療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合与えられる。

特別休暇 特別な事由により職員が勤務しないことが相当である場合に与えられる。

（主な特別休暇は②表のとおり。）

介護休暇 配偶者、父母等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与

えられる。



②主な特別休暇

種類 内容（日数等）

ボランティア休暇 自発的に、報酬を得ないで社会に貢献する特定の活動を行う場合で、勤務しないこ

とが相当であるとき。（年５日以内）

結婚休暇 職員が結婚する場合。（５日以内）

出産休暇 女性職員が出産する場合。（産前６週間及び産後８週間）

配偶者出産休暇 妻の出産に伴い入院の付添い等をする場合。（２日以内）

子の看護等休暇 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護等をする場合

で、勤務しないことが相当と認められるとき。（年５日以内）

服忌休暇 親族が死亡した場合で、職員が喪に服するとき。

（親族区分により定める日数。最高で連続７日以内）

夏季休暇 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため

勤務しないことが相当と認められる場合。（連続３日以内）

(11) 特別職の報酬等の状況（平成21年4月1日現在）

区 分 給料月額等 期末手当

給

料

市 長

副 市 長

８６０，０００円

６５０，０００円

報

酬

議 長

副 議 長

議 員

４２０,０００円

３８０,０００円

３６０,０００円

（20年度支給割合）

６月期 １．６ 月分

１２月期 １．７５月分

合計 ３．３５月分

退

職

手

当

市 長

副 市 長

（算定方式） （支給時期）

給料月額×在職月数×47/100 任期毎

給料月額×在職月数×28/100 任期毎

３ 分限及び懲戒の状況

（1）分限処分・懲戒処分者数（平成20年度）

分限処分者数 懲戒処分者数

降任 免職 休職 降給 計 戒告 減給 停職 免職 計

０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０



４ 研修の状況

（1）平成20年度に実施した研修の状況

研修区分 受講者数

接遇（クレーム対応） １０

プレゼンテーション研修 ３

県市町村職員合同研修 ９

課長研修 ２

課長補佐研修 ６

係長研修 ２

東北六県管理者研修 １

メンタルヘルス研修 ２

一般研修

新規採用職員研修 ６

特別研修 市町村アカデミー ３

派遣研修 海外視察研修 １

５ 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１） 健康診断等の状況（平成20年度）

区分 定期健康診断 人間ドック 石綿検診

受診者数 １７１ １０９ ２

（２） 職員互助会の状況（平成20年度）

会 員 数 ３２６人

掛金総額 ２１，１２９千円
会員掛金

掛金率 給料月額×18／1,000

負担金総額 １５，３０６千円
市負担金

負担金率 給料月額×13／1,000

公費負担率 ４２．０％

主な事業

人間ドック助成・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞

金・入学祝金・通信講座助成・医療費助成金・奨学

援護金・障害見舞金・貸付事業・法律相談・ライフ

プランセミナー・コンピュータ研修・講演会・契約

保養施設利用助成

（注）福利厚生制度の実施については、潟上市職員の厚生制度に関する条例に基づき、県内の市町村等

により組織された財団法人秋田県市町村職員互助会が行っています。

（３） 公平委員会に係る業務に関すること

①勤務条件に関する措置要求の状況

前年度からの継続案件 20年度要求事案数 完結件数 翌年度継続件数

０ ０ ０ ０

②不利益処分に関する不服申し立ての状況

前年度からの継続案件 20年度申し立て事案数 完結件数 翌年度継続件数

０ ０ ０ ０


